
く
ら
し
・
相
談�

問
・
申
日
本
年
金
機
構

　
六
日
町
年
金
事
務
所

�

☎
７
１
６
・
０
８
０
０

国
民
年
金
保
険
料
の
追
納

　
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
や
猶

予
を
受
け
た
期
間
が
あ
る
と
、
保

険
料
を
全
額
納
め
た
場
合
と
比
べ

て
、
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
額
が

少
な
く
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
免

除
や
猶
予
期
間
中
の
保
険
料
を
後

か
ら
納
付
（
追
納
）
す
る
こ
と
で
、

将
来
受
け
取
れ
る
年
金
額
を
増
や

す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

注
意
点

・�

１０
年
以
内
の
免
除
な
ど
を
受
け

た
期
間
が
対
象
で
す
。
原
則
古

い
期
間
の
保
険
料
か
ら
追
納
し

ま
す
。

・�

猶
予
や
免
除
を
受
け
て
か
ら
、

２
年
が
経
過
し
た
保
険
料
の
追

納
に
は
加
算
額
が
か
か
り
ま
す
。

・�

一
部
免
除
を
受
け
た
期
間
で
、

免
除
さ
れ
て
い
な
い
一
部
の
保

険
料
を
納
付
し
て
い
な
い
場
合

は
、
未
納
期
間
と
な
る
た
め
追

納
で
き
ま
せ
ん
。

・�

す
で
に
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給

し
て
い
る
人
は
追
納
で
き
ま
せ
ん
。

持
本
人
確
認
書
類

※�

申
請
の
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
・
申
日
本
年
金
機
構

　
六
日
町
年
金
事
務
所

�

☎
７
１
６
・
０
８
０
０

問
市
民
課 

国
保
年
金
係

�

☎
７
７
３
・
６
６
６
１

国
民
年
金
の
高
齢
任
意
加
入

が
で
き
ま
す

　
６０
歳
に
な
っ
た
時
点
で
、
国
民

年
金
の
納
付
月
数
が
４
８
０
月

（
４０
年
）
に
到
達
し
て
い
な
い
人
、

ま
た
は
老
齢
基
礎
年
金
受
給
要
件

（
１
２
０
月
以
上
の
納
付
）
を
満

た
し
て
い
な
い
人
は
、
６０
歳
に

な
っ
た
月
か
ら
６５
歳
に
な
る
月
の

前
月
ま
で
、
国
民
年
金
に
任
意
加

入
し
て
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
で
、

そ
れ
ぞ
れ
老
齢
基
礎
年
金
を
満
額

に
近
づ
け
る
、
ま
た
は
受
給
権
を

確
保
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

対�

厚
生
年
金
・
共
済
組
合
に
加
入

し
て
お
ら
ず
、
国
民
年
金
の
繰

り
上
げ
受
給
を
し
て
い
な
い
人

納
付
方
法　
原
則
口
座
振
替

持�

本
人
確
認
書
類
、
振
替
口
座
の

通
帳
と
届
出
印

他�

受
給
要
件
に
満
た
な
い
人
は
、

特
例
に
よ
り
７０
歳
に
な
る
ま
で

（
受
給
要
件
を
満
た
す
ま
で
）

の
間
、
任
意
加
入
が
で
き
ま
す
。

※�

申
込
み
月
よ
り
前
に
さ
か
の

ぼ
っ
て
加
入
は
で
き
ま
せ
ん
。

詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い

問
市
民
課 

市
民
班

�

☎
７
７
３
・
６
６
６
１

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

申
請
、
交
付
な
ど
の

時
間
外
・
日
曜
窓
口

時
間
外
窓
口
（
次
の
水
曜
日
）

９
月
６
日
、
１３
日
、
２０
日
、
２７

日
、
１０
月
１１
日

午
後
５
時
１５
分
～
７
時
３０
分

日
曜
窓
口

９
月
１０
日
、
２４
日
、
１０
月
１５
日

午
前
９
時
～
１１
時
３０
分

受
付
窓
口　
市
民
課

申�
申
請
や
更
新
手
続
き
は
予
約
不

要
。
交
付
は
、
原
則
３
日
前
ま

で
受
付
専
用
電
話
（
☎
７
８

８
・
１
７
８
０
）
で
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

持・
通
知
カ
ー
ド
（
あ
る
人
）

・�

顔
写
真
付
き
の
本
人
確
認
書
類

１
点
（
運
転
免
許
証
、
旅
券
、

身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
）

・�

そ
の
他
の
本
人
が
確
認
で
き
る

書
類
１
点
（
健
康
保
険
証
、
年

金
手
帳
、
氏
名
と
生
年
月
日
記

載
の
診
察
券
な
ど
。
顔
写
真
付

き
の
書
類
が
な
い
場
合
は
２
点
）

・�

住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
（
あ
る

人
）

・�

個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
通
知
書

（
交
付
時
の
み
）

他・�

顔
写
真
は
窓
口
で
無
料
撮
影
し

ま
す
。

・�

住
民
票
、
戸
籍
な
ど
の
事
務
は

行
い
ま
せ
ん
。

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
込
期
限
は

９
月
３０
日
㈯
で
す

　
対
象
の
人
は
至
急
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

対�

２
月
末
ま
で
に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
を
申
請
し
た
人

※�

月
末
に
近
づ
く
ほ
ど
ポ
イ
ン
ト

申
込
み
サ
イ
ト
へ
の
ア
ク
セ
ス

が
集
中
し
、
通
信
が
つ
な
が
り

に
く
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ

ま
す
。
カ
ー
ド
を
受
け
取
っ
て

い
な
い
人
は
お
急
ぎ
く
だ
さ
い

他�

マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
事
業
に
つ
い

て
、
詳
し
く
は
総
務
省
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
で
ご
確
認
い
た
だ
く
か
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ

イ
ヤ
ル
（
☎
０
１
２
０
・
９

５
・
０
１
７
８
）
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
・
申�

市
民
課 

市
民
班

�

☎
７
７
３
・
６
６
６
１

く
ら
し
の
無
料
法
律
相
談
会

～
相
談
無
料
・
秘
密
厳
守
～

日
１０
月
４
日
㈬　

　
午
後
１
時
３０
分
～
４
時

　
（
最
終
受
付　
午
後
３
時
３０
分
）

会
ふ
れ
愛
支
援
セ
ン
タ
ー
２
階�

　
多
目
的
ホ
ー
ル
ほ
か

相
談
内
容

・�

土
地
・
建
物
の
売
買
、
相
続
、

抵
当
権
の
設
定
、
登
記
の
問
題

・�

土
地
の
境
界
の
問
題

・�

会
社
の
設
立
、
役
員
変
更
な
ど

法
人
登
記
の
問
題

・�

戸
籍
・
国
籍
の
問
題

・�

地
代
、
家
賃
な
ど
の
問
題

・�

農
地
関
係
、
土
地
建
物
の
貸
借

・�

社
会
保
険
、
労
務
、
年
金
関
係

・�

家
庭
内
、
親
族
間
、
近
隣
間
の

も
め
ご
と
、
不
当
な
差
別
な
ど

人
権
の
問
題

・�

金
銭
の
貸
借
、
保
証
、
多
重
債

務
な
ど
の
問
題

相�

弁
護
士
、
司
法
書
士
、
行
政
書

士
、
社
会
保
険
労
務
士
、
土
地

家
屋
調
査
士
、
人
権
擁
護
委
員

申
不
要
。
直
接
会
場
ま
で
。

※�

弁
護
士
へ
の
相
談
は
市
民
課
に

予
約
が
必
要
で
す
。
定
員
は
５

人（
先
着
順
。
１
人
３０
分
程
度
）
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